
横浜市都市美対策審議会表彰広報部会設置要綱 

制  定 平成１９年１２月１９日 局長決裁 

（設置） 

第１条 横浜市都市美対策審議会条例（昭和 40年 7月横浜市条例第 35号）第８条第 1項の

規定により、横浜市都市美対策審議会に表彰広報部会を設置する。 

（招集等） 

第２条 表彰広報部会は、横浜市都市美対策審議会運営要領第１２条第２項の規定により、

必要に応じ部会長が招集する。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急の場合等表彰広報部会の会議を開催することが困難であ

ると部会長が認めるときは、各委員に個別に意見を聞くことで、表彰広報部会の会議に代

えることができる。 

（審議事項） 

第３条 表彰広報部会は、次に定める事項について審議する。 

(1) 横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例（平成 18年 2月横浜市条例第 2号）第

１７条の規定に基づく表彰を行うために必要となる事項

(2) 魅力ある都市景観を創造するための広報等に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

（審議意見） 

第４条 表彰広報部会の意見は、部会長が取りまとめる。 

（雑則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、表彰広報部会の運営に関し必要な事項は、部会長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年１２月２０日から施行する。 
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横浜まちづくり顕彰事業実施要綱

（目的）

第１条 横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例（平成 18 年 2 月横浜市条例第 2 号）

第 17 条及び横浜市地域まちづくり推進条例（平成 17 年 2 月横浜市条例第 4 号）第 15
条に基づき、横浜市における、地域の個性を活かした魅力あるまちづくりへの貢献が認

められる「まちなみを構成する建築物等」や、「地域まちづくりの取組」を顕彰し、もっ

てまちづくりの推進に寄与する目的で、横浜まちづくり顕彰事業（以下「顕彰事業」と

する）を実施する。

（賞及び部門）

第２条 顕彰事業には、横浜・人・まち・デザイン賞を設け、まちなみ景観部門、地域ま

ちづくり部門について実施する。

(１) まちなみ景観部門の顕彰対象として応募または推薦することができるものは、横浜市

内において地域の個性を活かした魅力ある都市景観の形成に寄与している、まちなみ、

建築物、工作物等で、おおむね 10 年以内に新しく造られたもの、又は歴史的建造物

等再生されたものであるものとする。

(２) 地域まちづくり部門の顕彰対象として応募または推薦することができるものは、横浜

市内において横浜市地域まちづくり推進条例第 2条第 1項第 3号に規定する地域まち

づくりで、おおむね 3 年以上の取組実績のあるものとする。

（審査選考）

第３条 顕彰対象の審査選考については各部門において次の機関が行う。

（１）まちなみ景観部門の審査選考は、横浜市都市美対策審議会表彰広報部会が行う。

（２）地域まちづくり部門の審査選考は、横浜市地域まちづくり推進委員会表彰部会が行

う。

（顕彰対象の決定）

第４条 顕彰対象は、横浜市都市美対策審議会表彰広報部会及び横浜市地域まちづくり推

進委員会表彰部会の選考に基づき、市長が決定する。

（表彰）

第５条 顕彰対象に対する表彰は、市長が隔年１回行う。

（主催等）

第６条 本事業は、横浜市が主催し、必要に応じて趣旨に賛同する団体の協力を得て行う

ことができる。
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（国土交通大臣への推薦） 
第７条  市長は、横浜・人・まち・デザイン賞の受賞者を、国土交通大臣が行う「まち

づくりアワード＜功労部門＞」の候補者として推薦することができる。 
 
（その他） 
第８条  この要綱の実施に関し必要な事項は、都市整備局長が別に定める。 
 

付則 
この要綱は、昭和６０年１０月２２日から実施する。 
この要綱は、平成１１年１０月２５日から実施する。 
この要綱は、平成１７年 ４月 １日から実施する。 
この要綱は、平成２０年 ３月２１日から実施する。 
この要綱は、平成２４年 ４月 １日から実施する。 
この要綱は、令和 ４年 ２月 ７日から実施する。 



横浜まちづくり顕彰事業実施細目 

 
（趣旨） 
第１条 この実施細目は、横浜まちづくり顕彰事業実施要綱（平成２４年４月１日改正。

以下「要綱」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（選考の原則） 
第２条 顕彰対象は、原則として民間のものとする。ただし、横浜市又はその他の行政機

関等が事業者である建築物、工作物等については、市民の評価が高いと認められる場合

に顕彰することができる。 
２  次については顕彰対象から除外する。 
（１）まちなみ景観部門については、過去において、横浜まちなみ景観賞、及び横浜・人・

まち・デザイン賞まちなみ景観部門を受賞したもの 
（２）地域まちづくり部門については、過去において、横浜まちづくり功労者賞、及び横

浜・人・まち・デザイン賞まちづくり活動部門又は地域まちづくり部門を受賞したも

の 
（３）法令、例規等に違反しているもの 
（４）その他顕彰対象としてふさわしくないと認められるもの 
 
（選考基準） 
第３条 まちなみ景観部門の選考基準は、次の各号によるものとする。 
（１）地域の個性と魅力にあふれた新しい都市景観の創造に寄与しているもの 
（２）まちの活性化に寄与し、賑わいのある都市景観を形成しているもの 
（３）歴史的なまちなみ、及び自然景観の保全に寄与し、又はそれらと調和を保っている

もの 
（４）横浜らしさの演出に寄与しているもの 
（５）都市景観と環境や福祉への配慮などの先進的な取り組みが調和しているもの 
（６）その他、優れた都市景観の形成に寄与しているもの 
 ２ 地域まちづくり部門の選考基準は、次の各号によるものとする。 
（１）公共性（地域社会への貢献）が評価されるもの 

 （２）積極性が評価されるもの 
 （３）地域住民等の幅広い参加や他団体との連携が評価されるもの 
 （４）今後の活動の継続性・発展性が評価されるもの 
 （５）創意工夫が評価されるもの 
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（調査又は報告） 
第 4 条 市長は審査選考のため必要があるときは、顕彰対象として応募又は推薦すること

ができるもの状況を調査し、又はその関係者から報告を徴することができる。 
 
（表彰対象） 
第５条 表彰は、顕彰対象に関連した次に掲げるものに対して行う。ただし、法令、例規

等に違反又は、表彰対象とふさわしくないと認められる物については、表彰対象としない。 
（１）まちなみ、建築物、工作物等の事業者、設計者、施工者等 
（２）横浜市地域まちづくり推進条例第 2 条第 1 項に規定する地域まちづくり活動の主体

である団体及び当該活動を支援した個人または団体 
（３）その他顕彰対象に関連するもの 
 
（表彰方法） 
第６条 表彰は、市長が行い、表彰状を授与する。 
２ 表彰対象に対し、記念品を贈呈することができる。 
 
（事務局） 
第７条 表彰に関する事務を処理するため、事務局を設ける。 
２ 事務局は、まちなみ景観部門においては都市整備局景観調整課、地域まちづくり部門

においては同局地域まちづくり課に置く。 
 
（その他） 
第８条 この実施細目に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
付則 
この細目は、平成１１年１０月２５日から実施する。 
この細目は、平成１７年 ４月 １日から実施する。 
この細目は、平成２０年 ３月２１日から実施する。 
この細目は、平成２４年 ４月 １日から実施する。 
この細目は、平成２５年 ４月 １日から実施する。 
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